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地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金取扱要領 

 

 地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金（以下「補助金」という。）の

取扱いについては、地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金交付要綱（以

下「要綱」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

第３条（補助事業等）関係 

１ 補助対象経費等 

（１）共通事項 

   補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち初期費用に限るものとし、運行費用等の  

継続的な費用は補助対象外とする。ただし、実証運行に要する経費は初期費用とみなす。 

   国や市町村の補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等を控除した

補助事業者の負担額を補助対象とする。 

   特別交付税の対象となる経費（車両購入費等）は、その措置率を控除した経費を補助対象

とする。 

   補助対象経費には、土地の取得に要する経費を除くものとする。 

   市町村が補助事業者の場合、自ら事業を実施する場合に限らず、公共交通事業者等の実  

施する事業に対して補助する場合（間接補助事業）も補助対象とする。 

   公共交通事業者が補助事業者の場合、補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行  

う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象外とする。 

   複数年度にわたり実施する場合も補助対象とする。ただし、初年度にあらかじめ複数年度

の事業計画等を提出し、県の確認を受けることとする。なお、２年度目以降の補助金の採択

を約束するものではない。 

（２）市町村が実施する事業 

  ア 補助対象経費 

   ① 新たなモビリティサービス（ＡＩオンデマンド交通、自動運転バス等）の導入に要    

する経費 

   ② 地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送（福祉有償運送を除く。）、企業・病院 

    ・学校の送迎バス等）の導入に要する経費 

   ③ コミュニティバスやデマンド交通の再編等に要する経費 

   ④ 上記のほか地域公共交通のＤＸやコンパクト＋ネットワークに資する事業として知    

事が認める経費 

    ・上記の経費については、車両購入費、バス停等設置費、システム等整備費、広報費、

実証運行に係る費用等を補助対象とする。 

    ・従来から同一内容で実施しているバス待ち環境（上屋、ベンチ等）の整備や交通マッ

プの作成等は、上記の経費に関連する場合にのみ補助対象とする。 

    ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第５条第１

項に規定する地域公共交通計画（以下、「交通計画」という。）の策定に係る経費は、

補助対象外とする。 

  イ 補助率及び補助限度額等 

    補助率１／２、１事業当たり補助上限額を５００万円、補助下限額を５０万円とする。
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ただし、埼玉版スーパー・シティプロジェクト（以下「ＳＳＣＰ」とする。）の地域まち

づくり計画に位置付けられ、コンパクト、スマート及びレジリエントの３要素を兼ね備え

たＳＳＣＰの加速化に資する取組の場合は、補助率２／３、補助上限額１,０００万円と

する。 

    複数年度にわたり事業を実施する場合は、複数年度を通じて補助上限額以内とする。 

  ウ 留意事項 

    交通計画に基づき実施する事業を補助対象とするため、交通計画の策定を補助の条件と

する。 

（３）公共交通事業者が実施する事業 

  ア 補助対象経費 

   ① 新たなモビリティサービス（スマートバス停、自動運転バス、ＭaaＳアプリ等）の    

導入に要する経費 

   ② 上記のほか地域公共交通のＤＸやコンパクト＋ネットワークに資する事業として知    

事が認める経費 

  イ 補助率及び補助限度額等 

    補助率１／２、１事業当たり補助上限額を４００万円、補助下限額を５０万円とする。 

    複数年度にわたり事業を実施する場合は、複数年度を通じて補助上限額以内とする。 

  ウ 留意事項 

    複数市町村にまたがる市町村と連携した事業を補助対象とする。補助事業者は、全ての

関係市町村から事業内容が交通政策等と整合（合致または効果促進）することが確認でき

る確認書（要綱第１号別紙３）を取り付け、県に提出しなければならない。 

 

第５条（交付申請書の様式）関係 

１ 交付申請前の手続 

  交付申請に当たっては、事前に補助金の要望を行うこととする。 

  補助事業者は、交付要望書を県に提出し、県は、ヒアリング等を行い、補助金の採択の可否

を決定し、内示の通知を行う。 

  なお、要望は、原則として年度当初に一括して受付を行い、その後は予算の状況に応じて適

宜受付を行う。 

 （提出書類） 

  ① 交付要望書（要領様式第１号） 

  ② 別紙１ 事業計画書 

  ③ 別紙２ 事業費内訳書 

  ④ その他参考資料 

   ・事業概要（事業内容や積算基礎等が分かる資料） 

   ・位置図・図面（ハード事業の場合） 

   ・予算書の関係部分の写し（市町村の場合） 

   ・地域公共交通計画等の関係部分の写し（市町村の場合） 

   ・成果目標の設定に係る資料 等 
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２ 交付申請 

  内示の通知を受けた補助事業者は、交付申請書を県に提出する。 

 （提出書類） 

  ① 交付申請書（要綱様式第１号） 

  ② 別紙１ 事業計画書 

  ③ 別紙２ 事業費内訳書 

  ④ 別紙３ 確認書（公共交通事業者の場合） 

  ⑤ 前事業年度の営業報告書及び貸借対照表（公共交通事業者の場合） 

  ⑥ その他参考資料 

   ・事業概要（事業内容や積算基礎等が分かる資料） 

   ・位置図・図面（ハード事業の場合） 

   ・予算書の関係部分の写し（市町村の場合） 

   ・地域公共交通計画等の関係部分の写し（市町村の場合） 

   ・成果目標の設定に係る資料 等 

 

第７条（補助事業の変更申請）関係 

１ 補助事業の変更申請 

  補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更（軽微な変更を除 

く。）をしようとする場合は、あらかじめ変更申請書を県に提出し、承認を受けることとす 

る。なお、変更の具体的内容及び理由を明確に示すこと。 

  事業内容の大幅な変更とは、例えば補助事業の目的が変更される場合、構成事業の追加や廃

止が生じる場合などである。 

 （提出書類） 

  ① 変更申請書（要綱様式第３号） 

  ② 別紙 事業費内訳書 

  ③ その他参考資料 

   ・変更の内容及び理由を説明する資料等 

 

第９条（補助事業の中止等）関係 

１ 補助事業の中止等 

  補助事業者は、補助事業を事情の変更により中止又は廃止しようとする場合は、あらかじ 

めその旨を記載した書面を県に提出し、承認を受けることとする。 

  なお、中止等の具体的理由を明確に示すこと。 

 

第１０条（状況報告）関係 

１ 状況報告 

  補助金は、交付の日の属する会計年度内に完了する事業を補助対象とするため、補助事業 

者は、進捗状況の管理には十分注意するとともに、県の要求があった場合には、速やかに書面

により報告することとする。 

  なお、市町村が公共交通事業者等の実施する事業に対して補助する場合（間接補助事業） 

は、県が必要に応じて公共交通事業者等に対して報告等を求めることがある旨の条件を付す 
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こと。 

 

第１１条（実績報告書の様式等）関係 

１ 実績報告 

  補助事業者は、補助事業の完了後３０日以内又は補助金の交付を受けようとする会計年度 

の末日のいずれか早い日までに実績報告書を県に提出することとする。 

 （提出書類） 

  ① 実績報告書（要綱様式第５号） 

  ② 別紙 事業費内訳書 

  ③ 事業実施前及び事業完了後の写真又は事業内容の分かる写真 

  ④ 補助事業に係る契約書の写し 

  ⑤ 工事竣工届、業務委託完了届又は納品書の写し 

  ⑥ 補助事業者の財務規則等に基づく検査調書又は竣工検査書の写し 

  ⑦ その他参考資料 

   ・広報実績に係る資料等 

   なお、事業の始期及び終期は次のとおりとする。 

  ・始期：契約日（複数の契約を締結している場合は、最も早い日） 

  ・終期：検査日（補助事業者の財務規則等による検査日（調書の作成日ではない）） 

２ 成果目標の検証 

  補助事業者は、事業の完了後６か月を目途に成果目標の検証を行い、成果目標検証報告書 

を県に提出することとする。併せて、事業の実施上の課題や問題点等を精査し、今後の改善 

策等について県と協議する。 

 （提出書類） 

  ① 成果目標検証報告書（要領様式第２号） 

  ② 別紙１ 検証報告書 

  ③ 成果目標の検証に係る資料 

  ④ その他参考資料  

   ・今後の改善策等を説明する資料等 

 

第１３条（補助金の請求）関係 

１ 補助金の請求 

   補助事業者は、交付確定通知書を受領後、速やかに請求書を県に提出することとする。 

  なお、支払を円滑に行うため、債権者登録をしている場合は債権者コードを記入すること。 

 （提出書類） 

  ① 請求書（要綱様式第７号） 

 

第１４条（財産処分の制限）関係 

１ 取得財産等の管理 

  補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」と 

いう。）について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助 

金交付の目的に従って、その効率的な運用を図ることとする。 
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２ 財産処分の制限 

  補助事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０ 

年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでの間、県の承認を受 

けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担 

保に供してはならない。 

  また、補助事業者は、財産処分をしようとする場合は、あらかじめ財産処分承認申請書を県

に提出し、承認を受けることとする。 

  なお、市町村が公共交通事業者等の実施する事業に対して補助する場合（間接補助事業） 

は、公共交通事業者等に対して補助金の交付の目的に反して財産処分をしてはならない旨の 

条件を付すこと。 

 （提出書類） 

  ① 財産処分承認申請書（要綱様式第８号） 

 

   附 則 

 この要綱は 令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は 令和６年４月１日から施行する。 
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要領様式第１号 

第     号 

  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼玉県知事 

 

                        所在地 

                        名称及び代表者の氏名 

 

 

年度地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金交付要望書 

 

     年度地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金の交付を要望した

いので、下記のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

 

２ 交付要望額   金          円 

 

 

３ 事業の実施（予定）期間 

      年  月  日から 

      年  月  日まで 

 

４ 添付書類 

（１）別紙１ 事業計画書 

（２）別紙２ 事業費内訳書 

（３）その他参考資料  
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別紙１－１ 

地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金事業計画書（市町村） 

        補助事業者名            

（注）  

１ 事業名：補助事業の事業内容を表す事業名を記入してください。 

２ 実施（予定）期間：補助事業の実施（予定）期間を記入してください。 

３ 予算措置状況：当初予算又は補正予算のいずれかに○を付し、補正予算の場合は予定年月を記入し 

てください。 

４ 地域公共交通計画の策定状況：計画の策定年月日を記入してください。 

５ 埼玉版スーパー・シティプロジェクト関連：地域まちづくり計画に位置付けられている場合は有に○

を付した上で、補助事業が有する３要素（ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ｽﾏｰﾄ・ﾚｼﾞﾘｴﾝﾄ）及び本補助金によって当初の予定

から新規、拡充、又は前倒しで実施できる SSCPの事業（交通分野に限らない）を記入してください。 

６ 事業内容：補助事業の内容（目的、内容、効果等）を具体的に記入してください。 

７ 成果目標：補助事業の実施による成果目標（利用者数の増加、収支の改善等）を具体的に記入して 

ください。 

 

事業名  

実施（予定）期間      年   月   日 ～     年   月   日 

予算措置状況 当初予算 ・ 補正予算（  年  月） 

地域公共交通計画の 

策定状況 
  年  月  日 策定済 

埼玉版スーパー・シティ

プロジェクト（SSCP） 

関連 

地域まちづくり 

計画での位置付け 
有  ・  無 

３

要

素 

コンパクト  

スマート  

レジリエント  

本補助金によって当初

の予定から新規、拡

充、又は前倒しで実施

できる SSCPの事業 

 

事業内容 

 

成果目標 
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別紙１－２ 

 

地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金事業計画書（公共交通事業者） 

 

                補助事業者名            

（注）  

１ 事業名：補助事業の事業内容を表す事業名を記入してください。 

２ 実施（予定）期間：補助事業の実施（予定）期間を記入してください。 

３ 関係市町村：事業内容が交通政策等と整合（合致または効果促進）する市町村を複数記入してくだ 

さい。（交付申請の際には、要綱様式第１号別紙３（確認書）を全ての関係市町村から取り付けてく 

ださい。） 

４ 事業内容：補助事業の内容（目的、内容、効果等）を具体的に記入してください。 

５ 成果目標：補助事業の実施による成果目標（利用者数の増加、収支の改善等）を具体的に記入して 

ください。 

 

 

事業名  

実施（予定）期間      年   月   日 ～     年   月   日 

関係市町村  

事業内容 

 

成果目標 
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要領様式第２号 

第     号 

  年  月  日 

 

（宛先） 

 埼玉県知事 

 

                        所在地 

                        名称及び代表者の氏名 

 

 

年度地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金 

成果目標検証報告書 

 

     年度地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金の成果目標を検証

したので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業名    

 

 

２ 補助金額   金          円 

 

 

３ 事業の実施期間 

      年  月  日から 

      年  月  日まで 

 

４ 添付書類 

（１）別紙１ 検証報告書 

（２）成果目標の検証に係る資料 

（３）その他参考資料   
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別紙１ 

 

地域公共交通ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業補助金成果目標検証報告書 

                補助事業者名            

（注）  

１ 事業名・実施期間・事業内容・成果目標：原則として交付申請書の記載のとおり記入してください。 

２ 成果目標の達成状況：成果目標に対する実績等を具体的に記入してください。 

３ 今後の改善策等：事業の実施上の課題や問題点等を精査し、今後の改善策等を具体的に記入してく 

ださい。 

事業名  

実施期間      年   月   日 ～     年   月   日 

事業内容 

 

成果目標 

 

 

 

成果目標の達成状況 

 

 

 

今後の改善策等 

 


